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※徒歩１分の所にバス停がございます。 

おーバス土塔平成通り線（スズヤス前） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カフェ・レストランＢｅｅ Ｈｏｕｓｅ 

   （就労継続支援Ａ型事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

サンフラワーワークセンター 

（就労継続支援Ｂ型事業、生活介護事業） 

 

すずらん（共同生活援助事業） 

 

 

 

 

 

主な就労事業

２  

 

社会福祉法人 洗心会 

サンフラワーワークセンター 

 

就労継続支援Ａ型事業 

調理補助、接客、お皿洗い 

レジ対応などのレストラン

業務です。 

 

〒323-0811 

栃木県小山市犬塚 7‐20‐2 

ＴＥＬ ： 0285（31）3600 

ＦＡＸ ：  0285（31）3601 

ＭＡＩＬ： work@sensinkai.or.jp 

 
    担当 向田（むかだ） 

 

 

 

 

カフェレストラン

事業 

養 蜂 事 業 

就労継続支援Ａ型事業 

ミツバチ飼育、管理、採蜜 

はちみつ瓶詰めなど 

 

農 業 事 業 

就労継続支援Ａ型、Ｂ型事業 

契約農家の除草作業、出荷調

整、収穫作業、草刈り、タネ

の袋詰めなど 

 清 掃 事 業 

就労継続支援Ａ型、Ｂ型事業 

各福祉施設等清掃、ふれあい

健康センター浴室清掃、ワッ

クスがけなど 

 

軽 作 業 事 業 

就労継続支援Ｂ型事業 

生活介護事業 

内職作業 

（履歴書袋詰め、シール貼

り、手帳の解体、売店レジ

対応、販売作業など） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１日の流れの例） 

時 間 活 動 内 容 

７：００ 

７：３０ 

８：００ 

 

９：５０ 

10：00 

 

12：30 

13：30 

 

15：００ 

 

1５：３0 

 

18：00 

20：00 

 

22：00 

起 床 

声掛け（検温） 

朝食 

身支度 

就労作業準備（ラジオ体操） 

朝礼・就労作業開始 

 

昼食休憩開始 

昼食休憩終了 

 

終礼・就労作業終了 

 

帰 宅 

 

夕 食 

入 浴 

 

就 寝 

 

 

 

共同生活援助を利用しながら、日中に就

労継続支援 B 型事業所を利用する場合の１

日の流れを示したものです。 

一人一人の特性に合った対応をご提案さ

せていただきます。 

サンフラワーワークセンターの概要 デイリープログラム 

社会福祉法人 洗心会 基本理念 

「豊かな福祉の実現をめざして」 

 

サンフラワーワークセンター生活信条 

1、一人一人の人生を大切にしよう 

1、自由と平等の精神を養おう 

1、豊かな環境作りに取りくもう 

1、常に感謝の気持ちをもとう 

< 設 置 者 > 社会福祉法人 洗心会 

        理事長 大木 元 

< 開  園 > 平成２７年４月１日 

<敷地面積 > 2,505.47 ㎡  

<建 物 面 積 > 1,616.14 ㎡ 

 

 
 
◆ 就労継続支援 A 型事業 

概 要：企業等に就労する事が困難な者であって、雇用
契約に基づき継続的に就労する事が可能な６５
歳未満な者。（利用開始時６５歳未満な者） 

定 員：１０名 
事 業：農業事業、清掃事業、養蜂事業、葬祭事業、 

カフェレストラン事業（ＢｅｅＨｏｕｓｅ） 
その他の事業 

   
◆ 就労継続支援 B 型事業 

概 要：就労移行支援事業所等を利用又はアセスメント 
により一般企業等の雇用に結びつかない者や一 
定年齢に達している者などであって就労の機会 
等を通じ、生産活動に係る知識及び能力の向上 
や維持が期待される者。 

定 員：２０名 （送迎有） 
事 業：軽作業事業、農業事業、清掃事業、売店事業、 

その他の事業 

 
◆ 生活介護事業  

概 要：地域や障がい福祉サービス事業所等で安定した 
生活を営むために常時支援が必要な者。障がい 
支援区分が３以上又は指定特定相談支援事業者 
によるサービス等利用計画案を作成する手続き 
を経た上で利用が必要な場合に市町村の判断で 
認められた者。 

定 員：６名 （送迎有） 
事 業：軽作業事業 

 
◆ 共同生活援助（グループホーム） 

令和６年４月１日～開始 
概 要：身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患

者であって原則１８才以上のかたで身体障害
者の場合は６５歳までに障害福祉サービスや
これに準ずるものを利用した方が対象。 

定 員：１０名 
家 賃： ３５，０００円/１ヶ月 
光熱水費： ８，０００円/１ヶ月 
共用費：  ２，０００円/１ヶ月 
家賃補助▲１０，０００円/１ヶ月 
合 計  ３５，０００円/１ヶ月 

 
※給食もございます。 

サービスの内容 


